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災害テレフォンガイド の
電 話 番 号 が 変 わ り ま す

令和 6 年 1 月 24 日㈬から、119 番通報を令和 6 年 1 月 24 日㈬から、119 番通報を
受ける「共同消防指令センター」（飯能市）受ける「共同消防指令センター」（飯能市）
の仮運用が始まります。これに伴い、消防車の仮運用が始まります。これに伴い、消防車
がサイレンを鳴らして出動した際に、災害情がサイレンを鳴らして出動した際に、災害情
報のお知らせをしている「災害テレフォンガ報のお知らせをしている「災害テレフォンガ
イド」の電話番号が変更になります。イド」の電話番号が変更になります。

　 災害テレフォンガイド電話番号
　　（新）（新）　　☎☎ 050050--18081808--91999199
　　（現行）　（現行）　☎☎ 04930493--2424--01190119

問  比企広域消防本部 指令課 比企広域消防本部 指令課
 　    　   ☎☎ 2323--22662266
　　消防指令事務協議会（飯能市）　　消防指令事務協議会（飯能市）
 　    　   ☎☎ 042042--978978--97509750

将来受け取る年金額を増やしたい方へ将来受け取る年金額を増やしたい方へ
付加保険料制度をご利用ください

付加保険料制度は、国民年金の一般保険料に付加保険料制度は、国民年金の一般保険料に
加えて付加保険料（月々 400 円）を納める加えて付加保険料（月々 400 円）を納める
ことで、老齢基礎年金に付加年金が上乗せさことで、老齢基礎年金に付加年金が上乗せさ
れます。付加年金は受給開始後 2 年以上受れます。付加年金は受給開始後 2 年以上受
け取ると支払った以上の年金が受け取れ、大け取ると支払った以上の年金が受け取れ、大
変お得です。ご希望の方は、町民健康課窓口変お得です。ご希望の方は、町民健康課窓口
または年金事務所へお申し込みください。または年金事務所へお申し込みください。

対象     国民年金保険第 1 号被保険者または  国民年金保険第 1 号被保険者または
任意加入被保険者（国民年金基金に任意加入被保険者（国民年金基金に
加入してない方）加入してない方）

問  町民健康課  町民健康課 ☎☎ 6565--08120812
　　川越年金事務所 　　川越年金事務所 ☎☎ 049049--242242--26572657

産前産後期間の
国民年金保険料が免除されます
国民年金第１号被保険者が出産した際に、出国民年金第１号被保険者が出産した際に、出
産前後の一定期間の国民年金保険料が免除さ産前後の一定期間の国民年金保険料が免除さ
れます。この期間中は、保険料を納付したもれます。この期間中は、保険料を納付したも
のとして、年金の受給額に反映されます。のとして、年金の受給額に反映されます。

対　　象     国民年金第１号被保険者で出産  国民年金第１号被保険者で出産
日が平成31年2月1日以降の方日が平成31年2月1日以降の方

　　　　 　 　　　　 　 ※出産予定日の６か月前から申請可※出産予定日の６か月前から申請可

免除期間     出産（予定）日が属する月の前  出産（予定）日が属する月の前
月から４か月間月から４か月間

問   町民健康課町民健康課  ☎☎ 6565--08120812

産前産後期間の
国民健康保険税が減額されます

国民健康保険被保険者の方が出産、またはす国民健康保険被保険者の方が出産、またはす
る予定の場合、産前産後の一定期間の国民健る予定の場合、産前産後の一定期間の国民健
康保険税が減額されます。康保険税が減額されます。

対　　象     国民健康保険被保険者で出産日  国民健康保険被保険者で出産日
が令和５年 11 月１日以降の方　が令和５年 11 月１日以降の方　

　　　　  　　※妊娠 85 日（４か月）以上　　　　  　　※妊娠 85 日（４か月）以上
　　　　 　 　　　　 　 ※ 死産、流産、早産、人工妊娠中絶※ 死産、流産、早産、人工妊娠中絶

を含むを含む
　　　　 　 　　　　 　 ※出産予定日の６か月前から申請可※出産予定日の６か月前から申請可

減額期間     出産（予定）日が属する月の前  出産（予定）日が属する月の前
月から４か月分月から４か月分

　　　　 　 　　　　 　 ※ 多胎妊娠の場合は出産（予定）日が※ 多胎妊娠の場合は出産（予定）日が
属する月の 3 か月前から 6 か月分属する月の 3 か月前から 6 か月分

問   税務会計課税務会計課  ☎☎ 65 65--08110811

明覚駅無料自転車置場 に
関する条例ができまし た

明覚駅にある無料自転車置場に関する条例を明覚駅にある無料自転車置場に関する条例を
制定しました。この条例では、駐車できる車制定しました。この条例では、駐車できる車
両や長期間の駐車に対する取り締まりについ両や長期間の駐車に対する取り締まりについ
ての措置を定めました。駐車できる車両は以ての措置を定めました。駐車できる車両は以
下のとおりです。下のとおりです。
・自転車・自転車
・50cc 以下の原動機付自転車・50cc 以下の原動機付自転車
・移動用小型車（シニアカー等）・移動用小型車（シニアカー等）
その他詳細は、自転車置場に掲示しているほその他詳細は、自転車置場に掲示しているほ
か、町 HP にも掲載していますので、ご確認か、町 HP にも掲載していますので、ご確認
ください。ください。
問   政策財政課政策財政課  ☎☎ 6565--04040404

「ときがわ町水道事業経営戦略
（改定版）」（案）の意見募集

町では、水道事業が将来にわたり安定的に事町では、水道事業が将来にわたり安定的に事
業を継続していくための基本計画である「と業を継続していくための基本計画である「と
きがわ町水道事業経営戦略（改定版）」を策きがわ町水道事業経営戦略（改定版）」を策
定中です。計画の策定にあたり皆さんからご定中です。計画の策定にあたり皆さんからご
意見を募集します。意見等の提出方法など、意見を募集します。意見等の提出方法など、
詳細は町 HP（募集期間に合わせて掲載予定）詳細は町 HP（募集期間に合わせて掲載予定）
をご確認ください。をご確認ください。

募集期間       1 月 15 日㈪～ 2 月 15 日㈭1 月 15 日㈪～ 2 月 15 日㈭

閲覧場所     総務課（本庁舎２階）・水道課（第  総務課（本庁舎２階）・水道課（第
二庁舎２階）・町 HP二庁舎２階）・町 HP

問   水道課水道課  ☎☎ 6565--15551555

子育て支援住宅（１棟）の
入居者を募集します

ときがわ町子育て支援住宅の内容

場所▶ 場所▶ ときがわ町大字西平 1008 番地 3ときがわ町大字西平 1008 番地 3
家賃▶ 家賃▶ 月額 3 万円月額 3 万円
敷金▶ 敷金▶ 家賃の 3 か月分（9 万円）家賃の 3 か月分（9 万円）
戸数▶ 戸数▶ 戸建 1 棟（3 号棟）戸建 1 棟（3 号棟）
内 容 ▶ 内 容 ▶ 木 造 2 階 建 て（3LDK）、 床 面 積　木 造 2 階 建 て（3LDK）、 床 面 積　

104.75㎡、駐車スペース（2 台分）、薪ス104.75㎡、駐車スペース（2 台分）、薪ス
トーブ、家庭農園（30㎡程度）設置トーブ、家庭農園（30㎡程度）設置

※ その他経費等　浄化槽使用料（2 か月）5,236 円・※ その他経費等　浄化槽使用料（2 か月）5,236 円・
清掃料（年 1 回）、NHK 受信料、西平テレビ組合清掃料（年 1 回）、NHK 受信料、西平テレビ組合
年会費（年額）1,000 円年会費（年額）1,000 円

入居資格  
　・ 10 歳未満の子が１人以上いる方　・ 10 歳未満の子が１人以上いる方
　　　　（令和６年４月１日現在）（令和６年４月１日現在）

　・世帯構成３人以上の方　・世帯構成３人以上の方
　・地方税を滞納していない方　・地方税を滞納していない方
　・世帯の年間所得が一定額を超える方　・世帯の年間所得が一定額を超える方

入居期限  
　 同居するお子様のすべてが中学校を卒業す　 同居するお子様のすべてが中学校を卒業す

る年の 3 月 31 日まで、もしくは入居可能る年の 3 月 31 日まで、もしくは入居可能
日から６年までのいずれか早い日まで日から６年までのいずれか早い日まで

申込期間  
　1 月 5 日㈮～ 17 日㈬　1 月 5 日㈮～ 17 日㈬
　 ※ 申込み多数の場合は、面談のうえ抽選により決　 ※ 申込み多数の場合は、面談のうえ抽選により決

定します。定します。
　 ※ 入居希望者の方に、役場福祉課窓口で募集要領　 ※ 入居希望者の方に、役場福祉課窓口で募集要領

を配布しています。（町 HP にも掲載）を配布しています。（町 HP にも掲載）

入居可能日  
　令和 6 年 2 月 1 日㈭　令和 6 年 2 月 1 日㈭

問  福祉課  福祉課 ☎☎ 6565--08130813
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